
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
現
行
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
五
（
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
二
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
現
行
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
現
行
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
現
行
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

163

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
四
（
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
。

平
成
十
一
年
五
月
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
二
十
七
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五

十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
四
号

令
和
五
年三

月
三
十
一
日

（
金
曜
日
）



別
表
第
二
第
十
三
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二

条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
、
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第

二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を

「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
条
例
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
一
般
社
団
法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会
」
を

「
地
方
税
共
同
機
構
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
表
第
二
の
小
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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今

別

小

学

校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
二

〇
五

今

別

小

学

校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二

五
八
の
九
〇

佐

井

小

学

校

上

郷

小

学

校

清
水
頭
小
学
校

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
〇

三
の
三

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
道
前
二
一

の
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
清
水
頭
一

八

佐

井

小

学

校

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
〇

三
の
三

裾

野

小

学

校

松

陽

小

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
轡
二
九
三

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
砂
土
路
一
四
の
一

六
一

裾

野

小

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
轡
二
九
三



別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局

策
局
長

長

」
に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
次
長

」
に
、

「
本
庁
課
長

本
庁
室
長
」
を
「
本
庁
課
長
」
に
、
「
本
庁
課
長
代
理

本
庁
室
長
代
理
」
を
「
本
庁
課
長
代
理
」
に
、
「
環
境
保

健
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
次
長

研
究
管
理
監

」
に
、
「
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部

つ
が
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
を
「
下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
む
つ
家
畜
保
健
衛
生
所

長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
」

を
「
学
校
教
育
課
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
競
技
力
向
上
対
策
室
長
」
に
改
め
、
同
表
県
立
高
等
学
校
、
県
立
特
別
支
援

学
校
、県
立
中
学
校
、市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第

一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
学
校
の
項
中
「
又
は
十
類
」
を
削
り
、
「
分
校
主
事
で
あ
る
教
諭

事
務
長

」

を
「
事
務
長
」
に
、
「
事
務
長
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
」
を
「
人
事
委
員
会
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
木
造
高
等
学
校
深
浦
校
舎
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
五
（
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
五
（
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
五
（
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
又
は
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
基
づ

く
」
を
「
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
一
―
五

（
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中

「
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
条
又
は
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条
例
第
三
十
八
号
）
附
則
第
八
項
、
第
九
項
、
第
十
三
項
若
し

く
は
第
十
四
項
」
と
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
号
中
「
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
職

員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
第
十
条
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条
例
第

三
十
八
号
）
附
則
第
八
項
、
第
九
項
、
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
一

二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六

十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
四
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
人
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は

人
命
若
し
く
は
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

に
、
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め

て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
、
「
第
二
十
三
条
又
は
」
を
「
第
二
十
三
条
若
し
く
は
」
に
、
「
第

二
項
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一

項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
そ
の
日
数
」
を
「
当
該
日
数
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
並
び
に
育
児
休
業

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公

共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
率
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
率
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
七
月
か
ら
九
月
」
を
「
六
月
か
ら
十
月
」
に
改
め
、
「
（
勤
務

時
間
条
例
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
別
に
定
め
ら
れ
た

職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
特
に
認
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
の
六
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期

間
内
）
」
を
削
り
、
「
第
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条
例
第

三
十
八
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
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は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び

休
暇
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
等
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
と
み

な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
八
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

改
正
条
例
附
則
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
等
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
八
条
、
第
八
条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
五
号
イ
⑵
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
二
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
二
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
二
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
懲
戒
免
職
の
処
分
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
エ
を

オ
と
し
、
ウ
を
エ
と
し
、
イ
を
ウ
と
し
、
ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条

例
第
三
十
八
号
）
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
定
年
等
条
例
勤
務
延
長
期
限
若
し
く
は
同
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の

法
令
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）5 青 森 県 報 号外第34号令和５年３月31日 金曜日



（ ）6青 森 県 報 号外第34号令和５年３月31日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


